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栃
木
市
の
国
民
健
康
保
険
税
は
、

市
町
合
併
協
議
に
お
い
て
平
成
24
年

３
月
ま
で
に
均
一
化
す
る
も
の
と
し

て
、
平
成
23
年
度
ま
で
は
各
地
域
で

税
率
の
違
う
不
均
一
課
税
と
な
っ
て

い
ま
す
。

栃
木
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
に
お
け
る
審
議
・
答
申
を
経
て
、

平
成
23
年
12
月
市
議
会
に
お
い
て
新

し
い
税
率
が
決
定
さ
れ
、
平
成
24
年

度
か
ら
統
一
し
た
税
率
と
な
り
ま
す
。

医
療
費
は
高
齢
化
の
進
行
や
高
度

医
療
技
術
の
進
歩
等
で
増
加
し
て
い

ま
す
。
国
民
健
康
保
険
事
業
を
安

定
的
に
行
う
た
め
に
は
、
税
率
の
引

き
上
げ
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
し

た
。
し
か
し
今
回
の
改
正
は
、
税
率

の
引
き
上
げ
を
抑
え
市
民
の
皆
さ
ん

に
急
激
な
負
担
増
に
な
ら
な
い
よ
う

に
、
ま
た
均
一
税
率
と
す
る
こ
と
で
、

市
全
体
で
公
平
な
負
担
と
な
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
国
に
お
い
て
、
限
度
額
（
保

険
税
の
上
限
額
）
合
計
を
平
成
22
年

度
は
５
万
円
、
さ
ら
に
平
成
23
年
度

は
４
万
円
引
き
上
げ
て
い
る
た
め
、

均
一
化
に
合
わ
せ
て
限
度
額
合
計
を

５
万
円
の
引
き
上
げ
を
行
い
ま
し
た
。

税
率
改
正
は
、
次
の
点
を
考
え
て

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

①
保
険
財
政
調
整
基
金
の
取
崩
し
を

行
い
な
が
ら
税
率
の
引
き
上
げ
を
抑

国
民
健
康
保
険
税
の
均
一
化
を
行
い
ま
す

予
防
接
種
法
に
基
づ
く
定
期
予
防

接
種
は
、
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
者
に
通
知
書
・
予
診
票
を

昨
年
４
月
に
送
り
ま
し
た
の
で
、
未

接
種
の
方
は
全
額
公
費
負
担
で
受
け

ら
れ
る
平
成
24
年
３
月
31
日
（土）
ま
で

に
、
必
ず
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

◇
対
象
者

◎
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
（
M
R
）

２
期　

年
長
児
（
Ｈ
17
年
４
月
２
日

〜
Ｈ
18
年
４
月
１
日
生
）

３
期　

中
学
校
１
年
生
（
Ｈ
10
年
４

月
２
日
〜
Ｈ
11
年
４
月
１
日
生
）

４
期　

高
校
３
年
生
（
Ｈ
５
年
４
月

２
日
〜
Ｈ
６
年
４
月
１
日
生
）

◎
二
種
混
合（
ジ
フ
テ
リ
ア・
破
傷
風
）

小
学
校
６
年
生
（
Ｈ
11
年
４
月
２
日

〜
Ｈ
12
年
４
月
１
日
生
）

◇
受
け
方

○
場
所　

市
内
協
力
医
療
機
関
（
要

予
約
）

○
料
金　

無
料（
３
月
31
日
（土）
ま
で
）

※

４
月
以
降
は
有
料

○
持
っ
て
い
く
も
の　

母
子
健
康
手

帳
、
記
入
し
た
予
診
票

※

市
外
の
医
療
機
関
で
受
け
る
場
合

や
、予
診
票
等
を
紛
失
し
た
場
合
は
、

事
前
に
問
合
先
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
度
定
期
予
防
接
種

◇
対
象
者
へ
の
個
別
通
知　

対
象
者

に
、
通
知
書
・
予
診
票
を
４
月
初
め

に
個
別
通
知
し
ま
す
。

◎
集
団
予
防
接
種

ポ
リ
オ
（
小
児
ま
ひ
）
予
防
ワ
ク

チ
ン
投
与
を
４
月
か
ら
行
い
ま
す
。

各
会
場
の
日
程
は
広
報
と
ち
ぎ
４
月

号
・
平
成
24
年
度
親
子
け
ん
こ
う
カ

レ
ン
ダ
ー
等
に
掲
載
し
ま
す
。

◎
個
別
予
防
接
種

通
知
書
・
予
診
票
が
届
い
た
ら
、

協
力
医
療
機
関
に
予
約
し
、
早
め
に

接
種
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
外
医
療
機
関
で
接
種
希
望
の
場

合
は
、
依
頼
書
が
必
要
。
事
前
に

左
記
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

健
康
増
進
課　

☎
（25）
３
５
１
１

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（45）
１
７
８
８

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（62）
０
９
０
４

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（29）
１
１
０
３

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（92）
０
３
１
１

◇
開
始　

平
成
24
年
度
分
課
税
〜

◇
税
目　

市
県
民
税
・
固
定
資
産
都

市
計
画
税
・
軽
自
動
車
税
・
国
民

健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後

期
医
療
保
険
料

◇
注
意

○
平
成
24
年
度
か
ら
の
納
税
通
知
書
は

つ
づ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

※

以
下
の
場
合
納
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

○
１
枚
30
万
円
以
上
の
税
（
料
）

○
納
付
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

○
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
な
い

納
税
通
知
書
で
の
納
付

◇
問
合
先

　
　

収
税
課　

☎
（21）
２
１
３
３

　
　

税
務
課　

☎
（43）
９
２
０
８

　
　

税
務
課　

☎
（62）
０
９
０
２

　
　

税
務
課　

☎
（29）
１
１
０
１

　
　

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　

☎
（92）
０
３
０
３

市
税
や
介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
等
の
納
付
は
、
納

付
の
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

◇
受
付
窓
口　

取
扱
金
融
機
関
、

市
役
所
（
本
庁
・
各
総
合
支
所
）、

各
支
所
・
出
張
所

◇
用
意
す
る
も
の　

振
替
口
座
の
通

帳
、
通
帳
届
出
印

※
取
扱
金
融
機
関
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
込
日
の
翌
月
末
以
降
の
納
期
か

ら
振
替
を
開
始
し
ま
す
。
ま
た
、
国

民
健
康
保
険
税
を
口
座
振
替
利
用
の

方
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
変

更
に
な
っ
た
方
は
、
改
め
て
口
座
振

替
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、
地
域

ご
と
の
固
定
資
産
価
格
等
を
縦
覧
で

き
ま
す
。※

償
却
資
産
を
除
く
。

◇
縦
覧
期
間　

４
月
２
日
（月）
〜
５
月

31
日
（木）
（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

◇
縦
覧
場
所　

本
庁
・
各
総
合
支

所
の
資
産
税
担
当
窓
口

◇
縦
覧
で
き
る
方　

市
内
に
あ
る
土

地
や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
る
方
、
委
任
を
受
け
た
方

（
委
任
状
必
要
）、
納
税
管
理
人
な
ど

◇
縦
覧
で
き
る
事
項　

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
・

地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格
）

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿（
所
在
・
家

屋
番
号・種
類・構
造・床
面
積
・
価
格
）

※

土
地
の
所
有
者
は
土
地
の
、
家
屋

の
所
有
者
は
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
で
き
ま
す
。

◇
必
要
な
も
の　

申
請
者
の
認
印
、

申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な

ど
）、
委
任
状
（
申
請
者
が
代
理
人

の
場
合
）、
法
人
登
録
印
又
は
法
人

登
録
印
を
押
印
し
た
委
任
状
（
所

有
者
が
法
人
の
場
合
）

◇
手
数
料　

無
料

◇
そ
の
他　

自
己
の
資
産
に
つ
い
て

記
載
さ
れ
た
固
定
資
産
課
税
台
帳

は
、
縦
覧
期
間
中
に
限
り
、
無
料
で

閲
覧
で
き
ま
す
。
な
お
、
平
成
24
年

度
の
納
税
通
知
書
と
課
税
資
産
明
細

書
は
５
月
発
送
予
定
で
す
。

◇
問
合
先

　
　

資
産
税
課　

☎
（21）
２
１
２
７

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在

の
名
義
人
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。（
盗
難
・
譲
渡
な
ど
で
軽
自
動

車
な
ど
が
お
手
元
に
な
く
て
も
、
届

出
を
行
わ
な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
）

廃
車
・
住
所
変
更
・
名
義
変
更
は
、

３
月
中
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

○
１
２
５㏄
以
下
の
オ
ー
ト
バ
イ
や
農

耕
車

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
２
１
２
１

○
１
２
６㏄
以
上
の
オ
ー
ト
バ
イ

栃
木
運
輸
支
局　

佐
野
事
務
所

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
２
０

○
軽
四
輪
車

軽
自
動
車
協
会　

佐
野
支
所

☎
０
２
８
３
（20）
６
１
１
６

子
ど
も
の
定
期
予
防
接
種
を

　
　
　
　

受
け
ま
し
ょ
う
! !

安
全
便
利
な
口
座
振
替
の

　
　
　
　
　
　
　

ご
利
用
を

固
定
資
産
税
の
縦
覧
を

　
　
　
　
　
　

実
施
し
ま
す

軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は

　
　
　
　
　
　
　

お
早
め
に

市
税
等
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

え
る
。

②
資
産
割
を
縮
減
す
る
。

③
低
所
得
者
へ
の
軽
減
率
を
７
割
・

５
割
・
２
割
軽
減
を
適
用
す
る
。

○
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が

を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
加
入
者
の
皆

さ
ん
が
国
民
健
康
保
険
税
を
出
し

合
っ
て
、
医
療
費
に
備
え
る
制
度

で
す
。
ご
自
身
の
健
康
に
関
心
を

持
ち
医
療
費
を
大
切
に
使
い
ま

し
ょ
う
。

市
の
一
人
当
た
り
の
医
療
費
推
移

※

国
民
健
康
保
険
税
に
関
し
、
今
後

数
回
掲
載
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

本

本

本

藤都西 大本

藤都西 大本

税証明を申請する際には本人確認が
できる書類の提示を

　各種証明書交付申請の際に、窓口で本人確認が
できる書類（運転免許証、健康保険証など）の提
示をお願いしています。
　これは、重要な個人情報が記載される税証明書
を、第３者が不正に取得することを防止するためで
す。また、税証明書の偽造悪用を防ぐために、税
証明書の発行には偽造防止用紙を使用しています。
　ご理解とご協力をお願いします。

◇問合先　　　市民税課　☎（21）2121

（単位 :円）

所得割率　％
（前年所得‒33万円）
資産割率　％
（固定資産税額）
均等割額　円
（１人当たり）
平等割額　円
（１世帯当たり）

７・５・２割（前年中の所得に応じて均等割額と平等割額を軽減）
①所得割額+②資産割額+③均等割額+④平等割額

新保険税率（平成24年度の税率、全地域統一）

①

②

③

④

限度額　円
（保険税の上限額）
低所得者軽減割合
保険税額

合計

10.1

20.0

36,000

33,000

730,000

6.6

14.0

24,000

23,500

500,000

医療保険分

2.0

3.0

5,000

4,500

130,000

後期高齢者
支援金分

1.5

3.0

7,000

5,000

100,000

介護保険分
（40 ～ 64 歳）

藤 都 西
大本 本◇問合先　　　市民税課　☎（21）2123　　　保険医療課　☎（21）2151　　　税務課　　　　　　　☎（43）9208

　　　　　　　税務課　　☎（62）0902　　　税務課　　　☎（29）1101　　　地域まちづくり課　　　☎（92）0304

藤 都 西大栃 藤 都 西大栃 藤 都 西大栃

所得割率　％
（前年所得‒33万円）
資産割率　％
（固定資産税額）
均等割額　円
（１人当たり）
平等割額　円
（１世帯当たり）

　

5.7

29.0

23,000

24,500

　

6.9

22.0

24,000

15,000

　

6.4

28.4

21,200

20,000

　

6.5

27.0

18,000

16,800

　

6.0

24.0

25,000

24,500

　

2.2

10.0

5,000

5,500

　

2.0

10.0

7,000

4,000

　

1.6

7.0

5,300

5,000

　

1.7

7.0

5,000

3,600

　

1.5

6.8

8,500

7,000

　

2.0

7.2

8,500

6,500

　

1.4

5.4

6,200

4,800

　

1.5

4.6

7,000

5,000

　

1.7

6.0

8,000

6,000

　

1.4

3.0

9,000

7,000

470,000 120,000 90,000

栃木・西方地域　７・５・２割／大平・藤岡・都賀地域　６・４割
①所得割額+②資産割額+③均等割額+④平等割額

旧保険税率（平成23年度の税率、地域ごとに不均一）

地域

①

②

③

④

限度額　円
（保険税の上限額）
低所得者軽減割合
保険税額

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分（40～64 歳の方）

9.9

46.2

36,500

36,500

10.3

37.4

37,200

23,800

9.5

40.0

33,500

30,000

9.9

40.0

31,000

26,400

8.9

33.8

42,500

38,500

680,000

旧保険税率

藤 都 西大栃
合計
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